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１、本報告の目的  

中 国 に お い て 、 徴 税 シ ス テ ム の 情 報 化 が 着 実 に 進 め ら れ て い る 。 と く に 、 中 国

の 最 大 税 目 で あ る 増 値 税 に つ い て 、 そ の 徴 収 強 化 、 完 全 自 動 処 理 化 を 目 指 し た 改

革 が 進 行 し て い る 。 こ れ は 、 財 政 基 盤 の 安 定 化 を 図 る と 同 時 に 、 増 値 税 専 用 イ ン

ボ イ ス を 使 っ た 脱 税 を 根 絶 す る こ と を 目 的 と し て い た 。 こ れ を 達 成 す る た め 、 中

央 政 府 主 導 で 現 在 進 め ら れ て い る 国 家 プ ロ ジ ェ ク ト が 「 金 税 工 程 」 で あ る 。  

本 稿 で は 、 中 国 の 現 行 の 徴 税 シ ス テ ム に つ い て 概 観 し た 後 、 情 報 化 プ ロ ジ ェ ク

ト の 中 核 で あ る 「 金 税 工 程 」 に 着 目 し 、 こ の プ ロ ジ ェ ク ト が 中 国 徴 税 制 度 の 情 報

化 を 促 進 し て い る 点 を 明 ら か に す る と と も に 、 徴 税 機 能 が 強 化 さ れ て い る か 、 情

報 産 業 育 成 の た め の 産 業 振 興 政 策 と い う 側 面 を 持 つ こ と を 明 ら か に す る 。  

 

２ 、中国の徴税制度  

現 行 の 中 国 の 徴 税 制 度 は 、 199 4 年 の 税 制 改 正 の 際 に 大 き く 変 更 さ れ 、 そ の 後 の

新 税 制 の 創 設 や 行 政 区 域 の 変 更 な ど を 受 け 、 細 か な 修 正 を 施 さ れ な が ら 現 在 に 至

っ て い る 。 基 本 的 な シ ス テ ム は 、 国 務 院 直 属 の 国 家 税 務 総 局 を 頂 点 に 、 省 ・ 自 治

区 ・ 直 轄 市 級 、 地 区 ・ 市 級 、 区 ・ 県 級 に そ れ ぞ れ 国 税 を 管 理 す る 国 家 税 務 局 と 、

地 方 税 を 管 理 す る 地 方 税 務 局 が あ る と い う 体 制 で あ る 。 し か し 、 現 実 の 徴 税 組 織

と し て は 、 上 記 の よ う な 整 然 と し た 組 織 体 制 に な っ て お ら ず 、 地 方 政 府 に よ っ て

設 け ら れ た 徴 税 機 関 が 別 個 に 存 在 し た り 、 余 剰 人 員 を 抱 え て い た り す る な ど 、 重

複 や 汚 職 も 多 く 、 徴 税 コ ス ト が 高 ま る 一 因 と な っ て い る 。 こ の た め 現 在 、 徴 税 コ

ス ト の 低 減 を 図 る べ く 、 情 報 化 や 機 関 の 統 廃 合 、 人 員 削 減 が 進 め ら れ て い る 。  

 

３ 、金税工程  

199 3 年 末 か ら 199 4 年 に か け て 、中 国 税 制 上 大 き な 改 革 が 行 わ れ た 。こ の 税 制 改

革 の 核 心 は 、 増 値 税 主 体 の 流 通 税 制 度 を 構 築 す る こ と で あ っ た 。 し か し 、 新 税 制

創 設 後 、 増 値 税 専 用 イ ン ボ イ ス を 使 っ た 脱 税 行 為 が 横 行 し た 。 そ こ で 、 科 学 的 に

税 制 を コ ン ト ロ ー ル す る 方 法 と し て 、 コ ン ピ ュ ー タ ー に よ る 管 理 が 検 討 さ れ る よ



う に な り 、 金 税 工 程 が 開 始 さ れ る こ と に な っ た 。  

金 税 工 程 は 、 分 散 し 独 立 し て い た 税 務 機 関 保 有 パ ソ コ ン の 新 設 ・ ネ ッ ト ワ ー ク

化 、 業 務 オ ン ラ イ ン 化 、 情 報 共 有 化 、 人 材 育 成 が 行 わ れ 、 す で に 成 果 を 挙 げ て い

る 。現 在 進 め ら れ て い る 三 期 工 程 で は 、納 税 者 と 税 務 局 の オ ン ラ イ ン 化 を 通 じ て 、

納 税 を 瞬 時 に 、 確 実 に 、 簡 単 に 行 え る シ ス テ ム の 構 築 が 進 め ら れ て い る 。  

 

４ 、金税工程の諸側面  

199 5 年 以 来 、 税 制 の 情 報 化 は 着 実 に 進 ん で い る 。 税 務 機 関 が 保 持 す る パ ソ コ ン

は 非 常 に 速 い 速 度 で 増 加 し 、純 増 数 は 199 6 年 か ら の 5 年 間 で 3 倍 以 上 に な っ て い

る 。 ま た 、 パ ソ コ ン の 増 設 に と も な い 、 パ ソ コ ン で の 増 値 税 専 用 イ ン ボ イ ス の 処

理 が 進 ん で い る 。 金 税 工 程 に よ っ て 、 100 万 元 や 10 万 元 な ど の 高 額 イ ン ボ イ ス が

先 行 し て 電 子 化 さ れ て い る た め 、 処 理 金 額 が 大 幅 に 膨 ら ん で い る 。  

金 税 工 程 の も う ひ と つ の 側 面 と し て 、 産 業 振 興 政 策 と い う 側 面 が 挙 げ ら れ る 。

こ れ は 、 中 国 国 内 の パ ソ コ ン 関 連 ハ ー ド ウ ェ ア メ ー カ ー 、 ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 メ ー

カ ー な ど に 対 し 、金 税 工 程 の 進 展 に 必 要 な ワ ー ク ス テ ー シ ョ ン 、UPS 無 停 電 電 源 装

置 、 サ ー バ ー 、 ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ー 、 増 値 税 イ ン ボ イ ス 発 行 用 プ リ ン タ ー な ど

を 国 家 税 務 総 局 が 指 定 し た メ ー カ ー 、 製 品 を 指 定 し た 値 段 で 購 入 す る よ う 指 示 す

る と い う も の で あ る 。 こ の 制 度 を 「 購 買 活 動 管 理 制 度 」 と い い 、 1996 年 に 国 家 税

務 総 局 に よ っ て 開 始 さ れ た 。 当 初 は 、 一 部 高 機 能 製 品 で 国 産 化 が 難 し い も の に つ

い て は 海 外 メ ー カ ー の も の を 認 め て い た が 、 国 内 メ ー カ ー の 成 長 に 伴 っ て 、 徐 々

に 国 産 品 の 割 合 を 増 や し て い る 。  

 

まとめと課題  

中 国 税 制 の 情 報 化 プ ロ ジ ェ ク ト で あ る 「 金 税 工 程 」 が 、 中 国 税 制 の 情 報 化 を 促

進 し て い る 点 、 徴 税 機 能 が 強 化 さ れ て い る 点 、 情 報 産 業 育 成 の た め の 産 業 振 興 政

策 と い う 側 面 を 持 っ て い る 点 を 明 ら か に し た 。 今 後 、 税 制 の 経 済 コ ン ト ロ ー ル 機

能 の 強 化 を 図 る た め 、 金 税 工 程 の 役 割 が よ り 重 要 に な っ て く る と 考 え ら れ る 。  
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